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   春日部市テニス協会  会員規則  関係                「改定部分アンダーライン」 
 

６．大会管理規程  付則１  ポイントランキング要領 

 

１.ポイントランキング要領の目的 

(1) 春日部市テニス協会および県テニス協会が主催する大会において、ポイントランキング委員会は、成

績優秀者にポイントを与え合計でランキングを決定する。 

(2) ランキングを決定することにより、各自の技術向上及び大会参加意欲が高まることを期待する。 

(3) 当協会が主催する大会において、ドロー作成のためのシード順位決定の参考とする。及び選抜大会の

選手選考の判断資料とする。 

 

２.ランキング種目と対象大会（当面は一般男女のみとする） 

 

種目(一般男女) 対 象 大 会 開催月 ﾎﾟｲﾝﾄﾗﾝｷﾝｸﾞ 
対象時期 

反映内容 

(1)シングルス 夏季ｼﾝｸﾞﾙｽ大会兼県予選会 ６月 4 月末 春季県大会エントリー 
 県大会秋季テニス選手権 ９月   
(2)ダブルス 夏季ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会兼県予選会 ６月 4 月末 春季県大会エントリー 
 県大会秋季テニス選手権 ９月   
(3)ダブルス 冬季ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会兼県予選会 ２月 11 月末 秋季県大会結果 
 県大会春季テニス選手権 ５月   
(4)シングルス 冬季ｼﾝｸﾞﾙｽ大会兼県予選会 ３月 11 月末 秋季県大会結果 
 県大会春季テニス選手権 ５月   
＊各種目別に独立したポイントランキング表を作成する。 

 

３.ポイント配分表 

（春日部市）優勝 17  （埼玉県）優勝 90 

準優勝 12  準優勝 63 

ﾍﾞｽﾄ  ４位 7  ﾍﾞｽﾄ  ４位 41 

ﾍﾞｽﾄ  ８位 4  ﾍﾞｽﾄ  ８位 23 

ﾍﾞｽﾄ１６位 1  ﾍﾞｽﾄ１６位 14 

県大会保持者ポイント 

17 

 ﾍﾞｽﾄ３２位 7 

春日部市優勝と同ポイント付与  ﾍﾞｽﾄ６４位 5 

ﾍﾞｽﾄ１２８位 3 

＊「日本テニス協会ルールブック」ランキング規定

（J2 大会の１）（J1 大会の１）を採用する。 

 ﾍﾞｽﾄ２５６位 2 

 出   場 1 

   

 

４.細則 

（1）過去 2 年間の獲得ポイントを合計して、高い順にシードを決めてドロー表を作成する。 

（2）ポイントは、シングルスとダブルス（個人）にも同等に与えられる。 

（3）ポイントは、春日部市の対象大会ﾍﾞｽﾄ 16 以上の勝者から得られる。但し、参加人数が少数の場合はﾍﾞ

ｽﾄ８等に変更する。 

（4）１回戦、もしくは１回戦バイ（ＢＹＥ）で 2 回戦に欠場者及び敗退者選手のポイントは、0 とする。 

（5）勝ち進んだ選手が次回戦に欠場の場合は、敗者と同じポイントを得る。 

（例、2 回戦勝者が 3 回戦欠場は 2 回戦勝者のポイントを得る） 
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（6）1 回戦、もしくは 1 回戦ＢＹＥで 2 回戦に相手選手が欠場の場合は、勝者のポイントを得る。 

（7）県大会出場（欠場は 0 ポイント）1 ポイント得る。勝ち進んだ選手は順次配分ポイントを得る。 

（8）県大会保持者（県大会出場を当委員会が確認した者）には春日部市大会の優勝者と同等の１７ポイント

を得る。但し、県大会にエントリーしていないかエントリーしていても欠場した場合はこの１７ポイ

ントは得ることが出来ない。 

（9）シードの決定にあたって、過去にＪＴＡランキング等で明らかに優秀な戦績を持つ選手については、上

位のシードを設定する。 

(10) 県大会有資格者と春日部ポイント保持者に区分けする。 

 

５．注意事項 

（1）更新登録者、新規登録者で県レベルの大会に他の県・市から出場経験のある選手は、必ず会員登録の時

点でその戦績（過去２年間）を記載すること。 

（2）新規登録者で戦績は無いもののコーチであり優秀な選手の大会エントリー時は、その実力内容をクラブ

代表者は報告すること。 

 

６. その他 

① 平成 23 年度からポイントランキング制度を採用。 

② 平成 24 年度から埼玉県大会の成績もポイントの対象とする。 

③ 春日部市選手権大会（10 月）については秋季県大会のエントリーを反映した 8 月末のポイントランキ

ングを参考にする。 

④ 東部地区大会及び営業クラブ公認大会についてはポイントランキング対象外とする。 

 
 


